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事業種類

事業期間
耐震・安心住まいづくり支援事業評価対象事業名称

コード

記入日

 （対象2）

旧耐震基準により建築された木造住宅の所有者

H24.10.31

新規事業評価表【事前評価】

 （対象1）

ゆとりある住宅・住環境の整備

活動指標

作成年度

（活動指標名称）

 事務事業名称

 対象：誰、何を対象にしているのか

総合計画の位置付け

 対象指標：対象の大きさを表す指標

 目的：何をしたいのか

28年度

課ｺｰﾄﾞ 119

24

～

202010403

25

平成

年度

課　名

29年度

内

訳

 人件費　B

24年度

 （対象指標2）

成果指標

平成25年度

快適な住宅・住環境の整備

国庫補助事業費（住宅）

 （対象指標1） 4,860戸

平成25年度
回覧、HPによる補

助事業の周知

 細目ｺｰﾄﾞ

耐震支援戸数

耐震化率

耐震支援戸数

（成果指標名称） （成果指標数値）

90%
現在の耐震化率

64.7%

（指標積算根拠）

建築課

課長名 法村　栄三

－平成平成

本田　雄喜治担当者

単年度繰返事業

財務会計の位置付け

 政策ｺｰﾄﾞ 2  款ｺｰﾄﾞ 8

年度

年度

6

 政策名称

 施策名称

安全、便利、快適な生活環境づくり

 基本事業ｺｰﾄﾞ 20201  目ｺｰﾄﾞ 2

 施策ｺｰﾄﾞ 202  項ｺｰﾄﾞ

 基本事業名称

628

 関連計画 新上五島町耐震改修促進計画 法令・条例規則等
耐震改修促進法

新上五島町耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱

 事務事業ｺｰﾄﾞ 2020104

 成果指標：目的の達成度を表す指標

（目標達成年度）

 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入  活動指標：事務事業の活動量を表す指標

2回/年

・平成21年に町内住宅の耐震率の向上を図るため「新上五島町耐震改修促進計画」

を策定し、「耐震・安全住まいづくり支援事業実施要綱」を制定した。木造戸建て

住宅の所有者に対して耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修工事の費用の一部

を補助し住宅の地震に対する安全性の確保を促進する。

　→耐震診断支援：対象住宅の耐震診断に要する費用の助成

　→耐震改修計画作成支援：耐震診断により適合しないと判定された住宅を耐震基

　　準に適合させるための改修工事計画作成費用の助成

　→耐震改修工事支援：耐震改修計画に基づく対象工事の費用の助成

（活動指標数値） （指標積算根拠）

① 住民への周知

（目標達成年度）

単位
全体計画

30年度以降

平成25年度
・旧耐震基準の木造住宅所有者が耐震診断、耐震改修計画作成及び耐震改修工事を

実施する際に、国・県と伴に費用の一部を助成することにより震災に強い安全なま

ちづくりを推進することを目的とする。

3戸

25年度

回 2 2

26年度 27年度

戸 3 3

％ 90 90

 総事業費 C（A+B） 千円 1,150 1,150

 直接事業費 A 千円 450 450

C

の

財

源

内

訳

国補助金 千円 150 150

県補助金 千円 75 75

起　　債 千円

一般財源 千円 925

そ の 他 千円

925

千円 700 700

7,000

人 0.1 0.1

人件費単価 千円 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

従事職員数

7,000 7,000

②

①

②

計画（PLAN） 

実施（DO） 



　

 

耐震工事費用助成における助成限度額は県内では低いランクなのでこれ以上削減できない

適切である。

類似事業はない。

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容評価項目

本町の住宅の耐震化率は64.7％で全国平均75％や県内平均の69％を下回っている状況であろことから、本事業を実施することに

より耐震化率の向上を図り住宅の安全性を確保するために必要である。

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。

2次評価

3次評価

住民等の意見

町 の 対 応

新上五島町耐震改修計画に基づき実施するものであり、住宅の安全性を確保するために必要であると判断する。支援制度の内容

等、効果的な住民への周知を図ること。

  

 

地域の安全・安心の住環境づくりを目的としており適切である。

新上五島町耐震改修促進計画に基づくものであり、地震に対する安全性の確保及び安全・安心の住環境づくりの観点から必要で

ある。

既に県内の多くの市町で事業を実施しているので、事業を行わない場合は町民が耐震改修工事を実施する際に国、県の助成を受

けられずに不利益になる。

・事業の緊急性・必要性

はありますか。

・事業を行わない場合の

影響はありますか。

・事業費を削減できませ

んか。（費用対効果）

1

次

評

価

202010403ｺｰﾄﾞ

  

・事業の対象・目的は適

切ですか。

・町が税金を投入して行

う必要がありますか。

・受益者負担は適正です

か。

・類似事業との整理統合

はできませんか。

1次 2次 3次

次年度以降に計画どおり実施する
事

業

の

方

向

性

1次 2次 3次

 事業費を減額して事業を実施する

計画どおりに事業を実施する

  当分の間は実施しない

類似事業と整理統合して実施する

実施期間を見直して事業を実施する

事業内容を見直して事業を実施する

  ●

  次年度以降に類似事業と整理統合して実施する

●

 次年度以降に計画を見直して実施する   

評価（CHECK） 


